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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第86期
第３四半期
連結累計期間

第87期
第３四半期
連結累計期間

第86期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 6,712,287 6,603,633 9,104,057

経常利益 (千円) 403,405 271,389 574,407

四半期(当期)純利益 (千円) 384,489 184,127 631,220

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 167,162 143,867 530,714

純資産額 (千円) 5,343,304 5,760,732 5,706,758

総資産額 (千円) 13,318,790 13,994,859 13,724,260

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 12.88 6.17 21.15

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 40.1 41.2 41.6

　

回次
第86期
第３四半期
連結会計期間

第87期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 5.51 1.74

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第86期第３四半期連結累計期間、第87期第３四半期連結累計期間及び第86期の潜在株式調整後１株当たり四

半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

　
(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内需要を中心に緩やかな回復基調にありました

が、歴史的な円高水準の継続や新興国経済の成長鈍化、日中関係の冷え込み等の影響により輸出環境が悪

化するなど、引き続き先行き不透明な状況となっております。

当社グループにおきましては、国内向け販売は減少となり、海外向け販売は北米向けは堅調に推移しま

したが中国向けが期間末にかけて減速し、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比1.6％減

の6,603百万円となりました。このうち、国内向けは前年同四半期比5.5％減の4,145百万円、海外向けは前

年同四半期比5.6％増の2,458百万円であります。連結売上高に占める輸出の割合は37.2％となり、前年同

四半期から2.5ポイント上昇いたしました。

製品別では、焼肌チップが前年同四半期比12.9％減の1,172百万円、切削工具が前年同四半期比1.8％増

の4,293百万円、耐摩耗工具が前年同四半期比0.8％減の1,126百万円となりました。

　収益面では、高騰している原材料価格等の影響により収益性は前年同四半期に比べ悪化しており、当第

３四半期連結累計期間の経営成績は、営業利益が前年同四半期比58.6％減の190百万円、経常利益が前年

同四半期比32.7％減の271百万円、四半期純利益が前年同四半期比52.1％減の184百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

(資産)

　資産は前連結会計年度末に比べ270百万円増加し13,994百万円となりました。このうち流動資産は107百

万円の増加、固定資産は163百万円の増加であります。

　流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が129百万円、たな卸資産が333百万円増加したことに対し、

受取手形及び売掛金が296百万円減少したことであります。

　固定資産のうち、有形固定資産は226百万円増加しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上による

減少421百万円、設備投資の実施による増加648百万円であります。投資その他の資産は90百万円減少しま

した。変動の主な要因は、投資有価証券の評価額が株価の下落を受け93百万円減少したことであります。

　
(負債)
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負債は前連結会計年度末に比べ216百万円増加し、8,234百万円となりました。このうち流動負債は254

百万円の減少、固定負債は471百万円の増加でありました。

　流動負債の変動の主な要因は支払手形及び買掛金が189百万円、短期借入金が137百万円減少したことで

あります。

　固定負債の変動の主な要因は、長期借入金が497百万円増加したことであります。

　
(純資産)

純資産は前連結会計年度末に比べ53百万円増加し5,760百万円となりました。株主資本は、配当の実施

や四半期純利益が184百万円であったこと等により5,630百万円となりました。また、株式の時価評価等に

より、その他の包括利益累計額は40百万円減少し130百万円となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありませ

ん。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりです。

　
１ 基本方針の内容

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業特性並びに株主をはじめとする

国内外の顧客・社員・取引先等の各ステークホルダーとの間に築かれた関係や当社の企業価値の本源を

十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、継続的若しくは持続的に向

上させる者であることが必要と考えております。

　また、当社は、当社株式に対する大規模な買付行為が行われた際に、これに応じられるかどうかは、最終

的には株主の皆様の自由な意思と判断によるべきものであると考えておりますが、一方では、大規模な買

付行為の中には、その目的等から見て当社の企業価値ひいては株主共同の利益に明白な侵害をもたらす

もの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社の取締役会が代替案を提案するための

必要な情報や時間を与えることなく行われるもの、当社と当社のステークホルダーとの関係を損ねるお

それのあるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。

　当社では、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するような大規模な買付行為を行

う者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。

　
２ 基本方針の実現に資する取組み

①基本方針の実現に資する特別な取組み

(ⅰ)企業価値向上の取組み

　当社は、1938年に創業以来、超硬合金・超硬工具の専業メーカーとして、「独創性豊かな技術開発で世界

に貢献する」ことを経営理念に掲げ、新技術・新製品の創造による成長の持続を目指しております。

　また、当社は、素材の開発から一貫した製品づくりを行い、国内外の幅広い需要家に提供していく中で、

時代に即した事業体制の構築を進め、中期経営目標においても「高付加価値製品の開発による企業収益

の向上」「海外売上高比率の向上」「スピードとチャレンジ」「社会的責任の達成と社会貢献」を掲

げ、将来に向けて企業価値の向上に取り組んでおります。

　さらに、当社は、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進していくために、

取締役をはじめ全従業員に対する行動の基本方針としての行動規範及び行動規準を遵守し、内部統制シ

ステムを整備してコンプライアンス重視の経営体制を進めております。

　このような取組みを通じて、当社は、社会的責任を果たすべく透明性・健全性の高い効率的な経営活動

を実現し、株主をはじめとする各ステークホルダーに最大限に配慮しながら、継続的、安定的に収益を確

保し、企業価値を高めることが経営の最重要課題と考えております。
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(ⅱ)コーポレートガバナンスの充実への取組み

　当社は、６名からなる取締役会を最高の意思決定及び監督機関とし、取締役に４名の業務役員を加えた

経営会議を構成し、業績の月次進捗状況等、経営全般にわたり情報の共有化を図り、迅速な意思決定と効

率的な事業運営を図っております。

　また、当社は監査役制度を採用しており、社外監査役２名を含む４名の監査役は監査役会を構成し、各監

査役の情報の共有化を図るとともに、取締役会、経営会議のほか重要な会議に出席し、取締役の業務執行

を厳重に監視するとともに、各事業部門についても業務監査を実施し、厳正な監視を行っております。

　さらに、当社は、経営理念を実現し事業活動を展開することにより、社会へ貢献し、その社会的責任を果

たすことを目指してまいりましたが、経営環境が大きく変化していく中で今後も社会から信頼され、企業

倫理に則した公正な事業活動を推進し、内部統制システムを整備していくことが必要であり、重要である

と考えております。

　そのため、取締役をはじめ全従業員に対する行動の基本方針として、行動規範及び行動規準を定めて遵

守に努めているほか、取締役相互の業務執行の監督等による法令違反行為の未然防止等、コンプライアン

ス重視の経営体制を進めております。

　
②基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み

　当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させ、上記基本方針を実現するため、平成20年６

月27日開催の第82回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、「当社株式の大規模買付行為に

関する対応策」（買収防衛策）（以下、「本プラン」 といいます。）を導入し、さらには平成23年６月29

日開催の第85回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、一部内容を変更した上で本プランを

継続しております。

　本プランでは、当社株式に対し20％以上の大規模買付行為（市場取引、公開買付等の具体的な買付方法

の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。）を行おうとする者（以

下、「大規模買付者」といいます。）が大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合

理的なルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を定めております。

　大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報

や、当社取締役会の意見を提供し、更には当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を

確保することを目的としております。当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為に関する必

要かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し、当該情報の提供完了後、大規模買付行為の評

価検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行い、公表す

ることとします。

　従いまして、大規模買付行為は、取締役会の評価検討の期間の経過後にのみ開始されるものとします。大

規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損することが明白と判断される場合を除き、対抗措置をとりま

せん。

　ただし、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても大規模買付行為が当社に

回復し難い損害をもたらす等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場

合には、当社取締役会は、当社企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置をと

ることがあります。なお、対抗措置の中には例えば既存の株主に対する新株予約権の無償割当等の措置を

含んでおります。

　このように、対抗措置をとる場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社取締役会

は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとし、必要に応

じて特別委員会の勧告又は取締役会の判断により、株主の皆様の意思を確認するための手続きをとるこ

ともあります。

　
３　具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

①基本方針の実現に資する特別な取組み

　上記２①に記載した企業価値向上への取組みやコーポレートガバナンスの充実への取組みは、当社の企

業価値・株主共同の利益を継続的、安定的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、
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当社の基本方針に沿うものです。

　
②基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み

前記２②に記載のとおり、本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目的として導

入されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。

　特に、本プランは、株主総会において株主の承認を得ることを条件に導入されたものであること、有効期

間を３年間とするサンセット条項が付され、有効期間満了前であっても株主総会の決議により廃止でき

るとされていること、独立性の高い者のみから構成される特別委員会が設置され、本プランの発動に際し

ては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、その内容として合理的な客観的発動要

件が設定されていることなどにより、その合理性・客観性が担保されており、当社の企業価値・株主共同

の利益の確保・向上に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありま

せん。

　
(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は305百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 29,929,99629,929,996

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

単元株式数　1,000株

計 29,929,99629,929,996― ―

(注)  発行済株式数には現物出資による発行株式40,000株(2,000千円)が含まれております。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年12月31日 ― 29,929,996 ― 3,099,194 ― 1,689,280

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― 　

議決権制限株式(自己株式等) ― ― 　

議決権制限株式(その他) ― ― 　

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　91,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式
29,582,000

29,582同上

単元未満株式 普通株式　256,996 ― 同上

発行済株式総数 29,929,996― ―

総株主の議決権 ― 29,582 ―

(注) １　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式55株が含まれております。

２  当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成24年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成24年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
ダイジェット工業株式会社

大阪市平野区加美東
二丁目１番18号

91,000 ― 91,000 0.30

計 ― 91,000 ― 91,000 0.30

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成24年10月１日

から平成24年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、清友監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,453,526 1,583,220

受取手形及び売掛金 ※１
 2,675,340

※１
 2,379,246

商品及び製品 1,545,031 1,933,475

仕掛品 924,484 856,628

原材料及び貯蔵品 1,014,507 1,026,941

未収入金 5,520 5,324

繰延税金資産 241,228 218,161

その他 126,667 93,903

貸倒引当金 △12,586 △15,914

流動資産合計 7,973,718 8,080,987

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,084,161 1,043,426

機械装置及び運搬具（純額） 1,508,715 1,737,560

土地 1,060,610 1,060,610

リース資産（純額） 267,033 284,906

その他（純額） 73,858 94,429

有形固定資産合計 3,994,380 4,220,934

無形固定資産 28,993 56,635

投資その他の資産

投資有価証券 1,099,719 1,005,913

長期貸付金 1,139 644

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 69,149 68,594

保険積立金 258,266 268,712

その他 28,843 20,163

貸倒引当金 △29,949 △27,725

投資その他の資産合計 1,727,168 1,636,303

固定資産合計 5,750,541 5,913,872

資産合計 13,724,260 13,994,859

EDINET提出書類

ダイジェット工業株式会社(E01488)

四半期報告書

10/19



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※１
 1,461,797

※１
 1,272,787

短期借入金 1,870,070 1,732,654

未払法人税等 52,770 38,418

賞与引当金 216,717 90,702

役員賞与引当金 15,000 15,000

未払費用 59,420 80,072

その他 ※１
 327,922

※１
 519,523

流動負債合計 4,003,697 3,749,159

固定負債

長期借入金 1,981,587 2,478,808

リース債務 239,674 248,104

資産除去債務 18,360 18,360

長期未払金 387,888 386,496

退職給付引当金 1,262,160 1,260,934

繰延税金負債 124,134 92,265

固定負債合計 4,013,804 4,484,968

負債合計 8,017,502 8,234,127

純資産の部

株主資本

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 1,703,396 1,703,396

利益剰余金 754,866 849,472

自己株式 △21,143 △21,515

株主資本合計 5,536,313 5,630,547

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 223,603 166,021

為替換算調整勘定 △53,159 △35,836

その他の包括利益累計額合計 170,444 130,185

純資産合計 5,706,758 5,760,732

負債純資産合計 13,724,260 13,994,859
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

売上高 6,712,287 6,603,633

売上原価 4,633,898 4,701,540

売上総利益 2,078,389 1,902,093

販売費及び一般管理費 1,618,961 1,711,929

営業利益 459,427 190,163

営業外収益

受取利息 1,064 804

受取配当金 27,216 23,034

助成金収入 11,067 9,333

補助金収入 － 88,833

為替差益 － 733

その他 14,427 21,883

営業外収益合計 53,775 144,622

営業外費用

支払利息 61,483 52,411

為替差損 40,515 －

その他 7,797 10,985

営業外費用合計 109,797 63,396

経常利益 403,405 271,389

特別利益

固定資産売却益 12,039 818

その他 0 －

特別利益合計 12,039 818

特別損失

固定資産除却損 11,620 35

投資有価証券評価損 458 6,146

特別損失合計 12,079 6,181

税金等調整前四半期純利益 403,365 266,026

法人税、住民税及び事業税 18,876 58,013

法人税等調整額 － 23,885

法人税等合計 18,876 81,899

少数株主損益調整前四半期純利益 384,489 184,127

四半期純利益 384,489 184,127
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 384,489 184,127

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △201,095 △57,582

為替換算調整勘定 △16,230 17,322

その他の包括利益合計 △217,326 △40,259

四半期包括利益 167,162 143,867

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 167,162 143,867

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、従来の方法に比べて、当

第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ6,082千円増加しており

ます。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

１．税金費用の計算 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま

す。ただし、この計算で合理性を欠く場合には、税引前四半期純利益を調整の

うえ、法定実効税率を用いて税金費用を計算しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

受取手形 122,619千円 114,283千円

支払手形 201,136 〃 198,596 〃

設備関係支払手形 55,427 〃 72,337 〃

　

(四半期連結損益計算書関係)

　該当事項はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

減価償却費 369,062千円 426,535千円

　

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

平成23年6月29日開催の第85期定時株主総会決議に基づき、今後の財務政策上の柔軟性及び機動性を確

保し、早期に復配できる体制を実現することを目的として、資本準備金を1,353,735千円減少し、その他資

本剰余金に振り替え、振り替え後のその他資本剰余金の全額を取り崩して繰越利益剰余金の欠損填補を

行っております。この結果、当第３四半期連結会計期間末における資本剰余金が1,703,396千円、利益剰余

金が508,135千円となっております。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 89,521 3.00平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）及び当第３四半期連結累計

期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社及び連結子会社の事業は、主として超硬合金・工具の製造及び製品等の販売を営んでいるもので

あり、報告セグメントとしては当該事業のみを対象とし単一であるため、セグメント情報の記載を省略し

ております。

　

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 12円88銭 6円17銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(千円) 384,489 184,127

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 384,489 184,127

    普通株式の期中平均株式数(株) 29,842,829 29,839,612

(注)　前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第87期(平成24年４月１日から平成25年３月31日まで)中間配当については、平成24年10月31日開催の取

締役会において、これを行わない旨を決議いたしました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年２月12日

ダイジェット工業株式会社

取締役会  御中

　

清友監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    矢    本    博    三    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    和    田    　    司    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    松    宮    利    彦    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているダイ
ジェット工業株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計
期間(平成24年10月１日から平成24年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平
成24年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ダイジェット工業株式会社及び連結子会社の
平成24年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表
示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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